
 「埼玉県後期高齢者医療広域連合債権管理条例（案）」に関する

パブリックコメント手続の結果 

意見の募集期間令和元年11月1日～令和元年11月30日 

意見の提出者数1人 

意見の件数1件 

意見の要旨の数1件 

担当 給付課審査担当 

電話048-833-3143（直通） 

FAX048-833-3472 

電子メール kyuufu@saitama-koukikourei.jp 

 寄せられたご意見等の要旨とそれに対する広域連合の考え方について次のとおり公表い

たします。 

１≪条例の趣旨≫

についての意見等

番号 

意見等の要旨 意見等に対する広域連合の考え方 

１ 第１条（目的）について、「この条

例は、埼玉県後期高齢者医療広域連

合（以下「広域連合」という。）の

債権の管理に関する事務の処理につ

いて必要な事項を定めることによ

り、当該事務の一層の適正化を図

り、もって公正かつ円滑な行政運営

に資することを目的とする。」の

「もって公正かつ円滑な行政運営」

の次に「及び市民生活の安心の確

保」を追加すること。 

本条例は広域連合の債権を適切に管理す

ることを目的として制定するものです。 

広域連合の事務の執行につきましては、

高齢者の医療の確保に関する法律 第

１条（目的）において、「国民保健の

向上及び高齢者の福祉の増進を図るこ

と」を目的としております。いただい

た「市民生活の安心の確保」につきま

しては、法の趣旨に包含され、合致し

たものであると認識しております。 

議案第１号　追加参考資料（１）

埼玉県後期高齢者医療広域連合事務局
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議案第３号　追加参考資料（１）
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議案第３号　追加参考資料（２）

令和２年度における収入（年金）額別の保険料額

Ｒ１は２割軽減
軽減判定基準 ２８．５万円

△ 7,760円

Ｒ１は２割軽減
軽減判定基準 ２８．５万円

Ｒ１は２割軽減
軽減判定基準 ２８．５万円

Ｒ１は軽減なし
軽減判定基準 ５２万円

Ｒ２賦課限度額到達

 年金収入９９０万円 軽減なし 640,000円 620,000円 20,000円

 年金収入９７３万円 軽減なし 627,400円 620,000円 7,400円

 年金収入６００万円 軽減なし 358,900円 354,920円 3,980円

 年金収入４００万円 軽減なし 224,300円 222,080円 2,220円

 年金収入３００万円 軽減なし 158,700円 157,240円 1,460円

 年金収入２２０万円 ２割軽減 86,600円 94,360円

 年金収入１５３万円 7.75割軽減

 年金収入１９６．５万円 ５割軽減 55,400円 67,550円 △ 12,150円

備　考

Ｒ１は８割軽減

Ｒ１は8.5割軽減

Ｒ１は8.5割軽減 年金収入１６８万円 7.75割軽減 21,300円 18,040円 3,260円

9,300円 6,250円 3,050円

保険料額比較
（A）－（B）

R01年度保険料額（B）新保険料額（A）

　夫：　 年金収入９９０万円 軽減なし

(２)世帯構成：被保険者単身世帯の場合

収入額 均等割軽減

4,160円

軽減なし 41,700円 41,700円 0円

 年金収入　８０万円 ７割軽減 12,500円 8,340円

　妻：　 年金収入　８０万円

7,400円

640,000円 620,000円 20,000円

41,700円 41,700円

　夫：　 年金収入６００万円 軽減なし

　妻：　 年金収入　８０万円

0円

　夫：　 年金収入９７３万円 軽減なし 627,400円 620,000円

358,900円 354,920円

　妻：　 年金収入　８０万円 軽減なし 41,700円 41,700円 0円

3,980円

軽減なし 224,300円

0円

2,220円

軽減なし 41,700円 41,700円

222,080円

158,700円

　妻：　 年金収入　８０万円 軽減なし 41,700円 41,700円 0円

157,240円 1,460円

　夫：　 年金収入４００万円

　夫：　 年金収入２７２万円 ２割軽減

　妻：　 年金収入　８０万円 軽減なし

　妻：　 年金収入　８０万円 ２割軽減

　夫：　 年金収入３００万円 軽減なし

33,300円 41,700円 △ 8,400円

128,000円 135,200円 △ 7,200円

78,100円 89,950円

　妻：　 年金収入　８０万円 ５割軽減 20,800円

9,300円

33,360円

3,260円

3,050円

3,050円

R1は8.5割軽減

　妻：　 年金収入　８０万円 7.75割軽減

　妻：　 年金収入　８０万円 7.75割軽減

　夫：　 年金収入１６８万円 7.75割軽減

備　考

R1は８割軽減

R1は８割軽減

R1は8.5割軽減

4,160円

保険料額比較
（A）－（B）

R1は8.5割軽減

4,160円

6,250円 3,050円

9,300円 6,250円

8,340円

R1は8.5割軽減21,300円 18,040円

　夫： 　年金収入１５３万円 7.75割軽減 9,300円 6,250円

　夫：　 年金収入　８０万円 ７割軽減 12,500円 8,340円

　妻：　 年金収入　８０万円 ７割軽減 12,500円

(１)世帯構成：夫婦2人世帯（2人とも後期高齢被保険者）の場合

収入額 均等割軽減 新保険料額（A） R01年度保険料額（B）

Ｒ１は軽減なし
軽減判定基準 ５２万円

Ｒ１は軽減なし
軽減判定基準 ５２万円

△ 11,850円

△ 12,560円

　夫： 年金収入　２２５万円 ５割軽減

Ｒ１賦課限度額到達

埼玉県後期高齢者医療広域連合事務局



議案第３号　追加参考資料（３）

均等割５割軽減、２割軽減拡充の影響について（令和２年度） 

５割軽減 ２割軽減 合計 

対象者数 ８，０３１人 １３，０２９人 ２１，０６０人 

影響額（１人あたり） １２，５１０円 ８，３４０円 － 

影響額（全体） １００，４６７，８１０円 １０８，６６１，８６０円 ２０９，１２９，６７０円 

※ 改正参考例 【 夫婦とも被保険者で妻の年金収入 80 万円以下の夫の例 】

区分 基準所得金額 年金収入 

５割軽減 
（現 行）３３万円＋２８万円×被保険者数 ２２４万円以下 

（改正後）３３万円＋２８．５万円×被保険者数 ２２５万円以下 

２割軽減 
（現 行）３３万円＋５１万円×被保険者数 ２７０万円以下 

（改正後）３３万円＋５２万円×被保険者数 ２７２万円以下 

埼玉県後期高齢者医療広域連合事務局
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